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介護で取得できる休暇など

１．早出・遅出勤務 (常勤）

２．休憩時間の短縮（常勤・パートタイマーを除く非常勤）

３．介護休暇

４．介護休業（介護部分休業をふくむ）

要介護者（配偶者、父母、子、配偶者の父母等で、疾病などにより
2週間以上の期間、日常生活に支障があるもの）を介護する場合
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男性 ・ 女性

常勤 非常勤

有給○ 無給●

取得条件 要介護者を介護する場合

取得可能日数 一人の場合年5日、二人以上は年10日

取得単位 日 または 時間単位

申請方法 特別休暇簿による申請

介護休暇



男性 ・ 女性

常勤 非常勤

有給○ 無給●

取得条件 要介護者を介護する場合

取得可能日数 連続する６カ月の期間内の範囲
（部分休業の場合は時間単位）

取得単位 １日単位、毎日、特定の曜日
部分休業の場合は連続する４時間の範囲(部分休業）

申請方法 介護休業申出書による申請

*給与は、取得時間数が減額されます。
一部の諸手当、勤勉手当は減額される場合があります。
介護休業を取得後、回復し復帰したが、６ヶ月以内に再発した場合は最初に取得してか
ら６ヶ月以内の期間であれば、再申出できます。

介護休業（介護部分休業を含む）
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